　補助金実績報告書　記入上の注意[単位子ども会又は学区子ども会用]

１　実績報告書（様式１）
1 　提出年月日は令和８年（２０２６年）３月３１日とし、団体名は「子ども会名」団体長名は「会長名」を記入してください。
2 　電話番号は書類の訂正等で連絡する場合がありますので、日中連絡がとれる番号をお願いします。
	
２　決算書（様式２）
1 　金額は１円単位まで記入してください。
2 　（上段）収入の決算額から（下段）支出の決算額を引いた結果が、マイナスとならないように記入してください。（支出が収入を超えることはあり得ないため。）
　③　「予算額」の欄（A）には、必ず補助金申請時の予算額を記入してください。
④　「決算額」の欄（B）には、表右側の「説明」の欄の金額の合計を記入してください。「説明」の欄には、事業内容がわかるようにできる限り詳細に記入してください。
5 　（上段）収入について
「予算決算比較」の欄（C）には、「決算額」から「予算額」を引いた金額を記入してください。（（C）＝（B）－（A））
6 　（下段）支出について
「不用額」の欄（C）には、「予算額」から「決算額」を引いた金額を記入してください。（（C）＝（A）－（B））　※収入と支出は（A）と（B）が逆です。
7 　合計欄には、各項目の合計金額を記入してください。


※例年、計算誤りが多く見受けられますので、ご確認をお願いいたします。



【参考】
・各用語については、次のとおりです。
（収入欄）
普通会費：　月額又は年額で定期的に徴収する会費
特別会費：　特定の行事のために特別に徴収する会費（キャンプ代等）
市補助金：　市からの補助金額
繰 越 金：　前年度予算の残額（予算額と決算額は、通常同額です。）
寄 付 金：　来賓からの祝儀や、町内会、自治会、PTA等からの助成金等
預金利子：　銀行等の預貯金により発生した利子
雑 収 入：　その他どこにも属さない収入金額（ただし、バザー売上や資源回収の利益金等があった場合は、名称と金額を「4 諸収入」欄に記入してください。）
（支出欄）
会　議　費：　総会、班長会議等を開催したときのお茶代や会場使用料等
消耗印刷費：　総会、班長会議等を開催する際の資料作成に要した経費や事務用品の購入代等（行事用に購入したものは事業費とする。）
通　信　費：　連絡用の電話料や切手代
事　業　費：　行事にかかった経費（行事ごとに記入。なお、経費のかからなかった行事については記入しないこと。）
安　全　会：　安全会費として支払った金額
負　担　金：　市子連（連合会）会費として支払った金額

３　実施事業一覧表（様式３）
　　参加人員欄は、大人と子どもに分けて人数を記入してください。

４　市補助金の額の確定及び返還金について
実績報告書をもとに審査し、市補助金の額の確定を行います。市補助金の対象経費が市補助金額を下回った場合は、変更交付申請を行い、差額分を返還していただいた後、改めて実績報告書を提出していただく必要がありますので、至急、東海市子ども会連絡協議会又は加木屋子ども会連合会へご連絡ください。
５　補助金対象経費について
　　補助対象経費として認められる経費は、①②を満たすものです。
1 子ども会が主催または自治会町内会などと共催で開催する行事に掛かる経費であること
2 子どもが参加する行事に掛かる経費であること
※行事内で収入がある場合は、支出から収入を引いた分を補助対象経費とします。
※当初の事業計画から変更して開催した行事に係る経費も補助対象経費とします。

６　市補助金の額の確定について
　　市補助金の額の確定の結果は、各連合会へ４月中旬～５月初旬に通知を予定しています。

７　その他
1  書類は、パソコンで作成いただくか、ボールペン（こするとインクが消えるペンは不可）又は黒インクで記入してください。
　②　修正液又は修正テープ等は使用せず、二重線を引き、訂正印を押印の上で訂正してください。
③　実績報告書様式は、東海市ホームページから一定期間ダウンロードが可能です。
トップページ「子育て・教育」＞子育て支援・関連施設＞子ども会に関すること
　④　メールでデータをご希望の方は、件名を「子ども会補助金実績報告書について」として連合会名とお名前を本文に記載のうえ、下記アドレスへご連絡ください。
　⑤　不明な点等については、こども課までお問い合わせください。
　　　　東海市役所（６階）こども課（島袋）
　　　　TEL：052－613－7661又は0562－38－6283
　　　　FAX：　052－604－9290　　　　E-mail：　kodomo@city.tokai.lg.jp

　　　　　

